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Special feature

Special interview

本年は
男女共同参画
社会基本法
制定

　10周年です。

共同参画フォーラム 2009



主な予定

男女共同参画社会基本法
制定10周年
本年6月に、

男女共同参画社会基本法
制定10周年を迎えます。
男女共同参画の

取組の新たなステージに向かう
記念すべき年です。

Schedule

1月24日

1月29日
1月30日

1月30日

1月31日

2月7日

2月9日

3月8日

3月10日

男女共同参画宣言都市奨励事業（熊本県上天草市）

日本・スウェーデン男女共同参画ジョイントセミナー（東京）
　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　（広島）

全国男女共同参画宣言都市サミット（岐阜県大垣市）

男女共同参画フォーラム（長崎県）

男女共同参画宣言都市奨励事業（茨城県古河市）

共同参画フォーラム２００９（東京ウィメンズプラザ）

国際女性の日

農山漁村女性の日（主唱:農林水産省）

年頭ごあいさつ

明けましておめでとうございます。
皆様には清 し々く新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
性別に関わりなく、全ての人がお互いの人権を尊重し、ともに責任を果たしていく男

女共同参画社会の実現は、多様な視点を導入し、わが国の経済社会の活力を保つため
にも大変重要な課題です。本年は、男女共同参画社会基本法が制定から10年を迎える
記念すべき年であり、取組を加速させ、新たなステージへと向かう重要な年と考えます。
この２～30年、女性の価値観や求める生き方は多様化してきました。しかし、女性を

取り巻く労働環境、社会環境、人々の意識がその変化に対応していないのが現状です。
このため、政府においては、働きたい女性が働き続けられるようにするための支援を

行うとともに、男性も含めた働き方の見直し等を進め、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
バランス）の実現を推進しています。
男女共同参画社会の実現のためには、このような政府の取組に加えて、国民の皆様

一人ひとりの意識の改革も大変重要です。本年も、積極的に現場に飛び込み、国民の皆
様の率直な御意見を幅広くお伺いしながら、男女共同参画をさらに効果的にかつ総合的
に推進してまいりますので、皆様のより一層の御支援・御協力をお願い申し上げます。

New Year Greetings

Obuchi Yuko

内閣府
特命担当大臣
（少子化対策、
男女共同参画）
小渕　優子 
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　配偶者暴力防止法の改正に
より被害者保護や市町村の役
割が強化されましたが、これ
まで、行政担当者と民間関係
者が全国規模で情報を共有
し、共に考える機会が無かっ
たことから、今回、「地域に根
ざした被害者支援を考える」
をテーマに、官民の関係者が
一堂に会する全国会議を開催
しました。

１　小渕大臣の開会あいさつ
　開会にあたり、小渕優子内
閣府特命担当大臣（少子化対
策、男女共同参画）からあい
さつとして、「被害者に最も身
近な市町村や民間団体の被害
者支援の先進事例を発表いた
だく場を設け、この問題に関
わる関係者が有益な情報を共
有することで、取組みの推進
と官民連携のさらなる強化拡
大を図っていきたいと考えて
います」と述べました。

２　基調講演
　「地域における官民連携のこ
れから」
～NPO法人「全国シェルターネ
ット」代表理事　近藤恵子～
○総務省のアンケート調査
　先だって、総務省によるDV
施策の政策評価が発表されま
した。この結果ですが、公的
な機関で働いている者のDV施

策の展開についての評価と、
現場の当事者やサポート支援
グループの評価とのギャップ
は、私が予測した以上にはる
かに大きな開きとなっていま
した。『地域における官民連
携のこれから』ということを考
えるときに、このギャップをど
のように埋めていくのか、とい
うことを具体的に考えていく
必要があります。

○法改正と基本方針改定
　平成13年に配偶者暴力防止
法が制定され、２度の改正を
経ております。また、基本方
針についても、この度、改定
がなされました。
　国の基本方針について、私
は、最低限のミニマムスタン
ダードと考えるべきだと思っ
ています。それから続いて、
都道府県・市町村で作る基本
計画において、国の基本方針
に則って、地域で具体的に施
策を動かすアクションプラン
を実効性のあるものにしてい
かなければなりません。そう
してはじめて、いつでも、どこ
でも誰でも、必要なサポート
を受けられるようになるのだ
と思います。

○配偶者暴力防止法の権利主
体は被害当事者であること
　配偶者暴力防止法の権利主
体は被害を受けている当事者

です。その当事者がどういう
状況であっても、この法律に
基づいて自分自身の再生を図
ることができなければ、本当
の意味での法の精神は活かさ
れないと思います。
　当事者がどんな地域に暮ら
したいか、どういう人生を送
り、そのためにはどのような
サポートが必要かということ
は、当事者が一番よくご存じ
で、当事者こそが専門家なの
です。その意味で、女性が女
性に対する様々な差別や不利
益を克服して、男性と女性が
対等に向きあえる社会を作り
上げるために、特に、暴力の
被害を受けている当事者と共
にこの地域のあり方を変えて
いこうとするならば、当事者
参画を柱にした連携のあり方
というものを、組み立て直す
必要があると思います。
　総務省の政策評価のギャッ
プが少しでも縮まっていくた
めには、当事者が専門家とし
てこの問題のグランドデザイ
ンを描き、地域が、社会が、
国が支えていく必要があると
考えます。

３　パネルディスカッション
「身近な行政主体としての市町
村の役割について」
　コーディネーターを男女共
同参画センター横浜の納米恵
美子館長にお願いし、久留米

特集Special Feature

配偶者からの暴力防止と被害者の
支援に関する全国会議について

内閣府男女共同参画局推進課

第1部　全体会
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市男女平等推進センターの石
本宗子相談コーディネータ
ー、「S・ぱ～ぷるリボン」の
梛尾和枝協同代表、野田市保
健福祉部男女共同参画課の柏
倉一浩主査、NPO法人「のだ
フレンドシップ青い鳥」の鈴
木洋子総括責任者、岡山県の
小野恵子男女共同参画課長の5
名のパネリストにより、パネル
ディスカッションが行われま
した。
納米　平成19年の法改正を踏
まえ、都道府県、市町村を問
わず、行政と民間団体がそれ
ぞれの立場で、被害当事者に
役立つ支援のためどうすれば
いいのか、一緒に考えていき
たい。
石本　久留米市では、市のDV
施策として、被害者支援のワ
ンストップサービスや、ワンス
トップ化のためのDV被害者相
談共通シートがある。また、
被害者支援で各課が何をすべ
きかを盛り込んだ対策マニュ
アルも作成している。機関連
携としては、市役所関係の庁
内ネットワーク会議と外部機
関も入った相談関係機関ネッ
トワーク会議がある。行政と
民間の壁をつくるのは行政の
官僚意識であり、その有無で
ワンストップサービスの成否
が決まる。
梛尾　「S・ぱ～ぷるりぼん」
は久留米市の民間シェルター

で、シェルターの提供、保護
命令申立手続き支援や生活再
建のための情報提供と手続き
の同行支援などの活動をして
いる。被害者の意思を尊重し
ながら安全に配慮し必要な支
援を心がけている。市との連
携では、特別支援団体の指定
を受けて施設・駐車場の利用
料が免除され、また、市の無
償提供によるスペースでリサ
イクルショップを経営し、そ
こでは自立し始めた被害体験
者も働き、社会との繋がりの
回復の場となっている。行政
とは、対等な立場で顔の見え
る関係の中で連携している。
柏倉　野田市は千葉県の中で
も最北部なので、身近な場所
での保護が必要だろうと、市
でシェルターを設置した。退
所後の住宅確保のための施策
なども設けるなど、相談から
自立支援までのトータルな支
援を行っている。市に配偶者
暴力相談支援センターを設け
ることにより、保護命令の際
の地方裁判所、県警本部との
連絡や申立ての際の証明を市
で対応できる。市町村には、
まずDVの窓口を一本化して、
DVの担当を作ってほしい。そ
うすることで、被害者が他の
市町村へ行って自立する際に
互いの協力体制ができる。
鈴木　野田市がシェルターを
設置する際、市長から市民に

協力要請をして、シェルター
の運営を市から受託するNPO
法人「のだフレンドシップ青
い鳥」を立ち上げた。シェル
ターに入所した被害者に寄り
添い、何気ない会話の中から
被害者の本心や気持ちの変化
などをつかむことを心がけて
いる。住居や仕事の確保の支
援、同行支援もしている。ス
タッフが高齢化しており、増
員が課題だが、無償のボラン
ティアなので確保が難しい。
小野　岡山県では、市町村と
の連携強化を重点目標として
県のDV基本計画を改定した。
県内の市町村の取組は地域に
より差がある。市町村の基本
計画は、策定の過程で関係者
や職員の自覚が高まるので策
定自体に意味がある。DV対策
は全ての市町村が地域の実情
に応じて進めていくことが重
要であり、民間団体との連携
も必要。県としても、DV対策
を地域に広げ、充実させてい
くために中心となって取り組
んでまいりたい。

　第2部は、地域に根ざした被
害者支援を考える上で重要
な、安全への配慮、機関連携
会議、継続的な自立支援の3つ
のテーマで分科会を設けて議
論を行いました。
○第1分科会

Report

平成２０年９月２６日、東京ウィメンズプラザにおいて「配偶者か
らの暴力防止と被害者支援に関する全国会議（DV全国会議）」が
開催されました。DV全国会議では、DVの問題に関わる官民関係
者が一堂に会し、情報提供、地方公共団体の先進的な取組につい
て事例発表、有識者等による講演等が行われました。

第2部　分科会
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Special Feature

配偶者からの暴力防止と被害者の
支援に関する全国会議について

「被害者・支援者の安全への配
慮～相談・啓発事業において」
　第1分科会では、NPO法人全
国女性シェルターネットの近
藤恵子代表理事、名古屋市子
ども青少年局子ども育成部の
原田恵理子主幹、名古屋第一
法律事務所の可児康則弁護
士、警察庁生活安全局生活安
全企画課の杉田理佳主任を講
師に議論が進められました。
【主な議論】
　被害者と支援者の安全の確
保については、「ハード面で
は、いかに安全な施設を確保
していくか、ソフト面では、二
次被害あるいは二次加害等の
危険な状況に遭遇しないため
の様々な配慮が必要である
（近藤氏）」「関係部局での認
識の共有化が必要であり、配
偶者暴力相談支援センターは
関係部署の調整機能を果た
し、組織的な対応をすること
が重要である（原田氏）」「警
察にきちっと相談しておくこ
と、これは最低限必要である。
本当に危ないケースでは早め
に弁護士につなぎ、弁護士と
支援者との間で連携を取り進
めることが第一である（可児
氏）」「最悪のケースを想定し
て誰が110番するか、誰が被害
者を逃がすか、どうやって逃
げるか、役割分担を決めるこ
とから始めてほしい（杉田
氏）」などの意見がありまし

た。また、「啓発事業におい
て抗議活動等が予想される場
合は、事前に警察に情報を入
れてほしい、情報がないと対
応が難しくなる（杉田氏）」
「調停での危険を回避するた
め、部屋を別にすることや日
時を変えることなどの配慮が
大事である（可児氏）」との
発言がありました。
　その他にも、被害者の安全
を図るために保護命令制度の
活用も必要であること、保護
命令の裁判所での手続きは地
域ごとに違うこと（可児氏）、
加害者対策で一番必要なのは
毅然とした態度で対応するこ
と（原田氏）などが紹介され
ました。
【会場からの意見】
　会場からは、セキュリティ
チェックもなく、金属探知器も
置いていない地方裁判所にお
ける安全確保の問題、家庭裁
判所での調停における二次被
害の問題、2度目・3度目のDV
における警察の対応、地域に
おける警察の対応の違い、DV
被害の通報のための学校関係
者や医療関係者に対する教育
や周知、DVケースでの加害者
と子どもの面接交渉等につい
て意見がありました。

○第2分科会
「機関連携会議の運営の実際」
　第2分科会では、新潟市市民

生活部の本田加代子男女共同
参画課長、NPO法人「かなが
わ女のスペースみずら」の阿
部裕子事務局長、厚生労働省
雇用均等・児童家庭局家庭福
祉課母子家庭等自立支援室の
坂井隆之女性保護専門官を講
師に議論が進められました。
【主な議論】
　本田氏からは、市町村にお
ける連携会議において、単な
る情報交換の場だけでなく、
事例をもとにそれぞれの部署
でどんな支援・対応ができる
のかを考えるグループワーク
を含めた研修を、民間団体と
の共催で企画している事例が
紹介されました。
　阿部氏からは、県単位で行
政・民間が連携した被害者支
援を行う仕組み、相談支援セ
ンター、実施機関、シェルタ
ーの担当者が本人と一緒にケ
ースカンファレンスを行い、
分担して支援に向けた連携を
図っていること、支援に関す
る様々な連絡会議があり、行
政と互いに意見交換を行って
いることなどについて情報提
供されました。
　坂井氏からは、DV対策に関
係のある子ども虐待死亡事例
から関係機関の連携や情報提
供が重要であること、機関連
携会議を有意義なものとする
ため、具体例を検討してこそ
共通認識・役割分担・連携方
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法が明確になる（管理職レベ
ルの会議でこそ重要）こと、
DVが直接の職務ではない機関
（部署）こそ参加してもらう
べきであること、当面の「主
担当機関」「主たる援助者」
を確定すべきであること、事
務局は「ケース進行管理台
帳」を作成・更新すべきであ
ることなどの方策が示されま
した。
【会場からの意見】
　国が紹介した死亡事例につ
いて「DVというのは、女性だ
けでなく子どもに対する暴力
であるととらえ、婦人・児童
の関係機関がもっと連携でき
なかったのだろうか」という
意見、また、シェルターへ来
て精神的なもので医療機関に
かかる子どものDVの影響に関
する意見、被害者支援に当た
って行政側の知識や意識が壁
になっているという意見、さ
らに、連携会議に研修会を盛
り込んだ事例が参考になった
といった意見がありました。
　また、参加者の法務省人権
擁護局から、地域の配偶者暴
力防止連絡協議会への人権擁
護機関の参加について発言が
ありました。

○第3分科会
「地域における被害者の継続的
な自立支援」
　第3分科会では、認定NPO法

人ウィメンズハウスとちぎの
中村明美代表、宇都宮市市民
生活部の広瀬路子男女共同参
画課長、内閣府男女共同参画
局推進課の土井真知暴力対策
専門職を講師に議論が進めら
れました。
【主な議論】
　中村氏からは、「シェルタ
ー退所者を対象に親子で参加
できるイベントを企画し、そ
の中に小児科医、保健師、子
育て相談員等に参画してもら
っている。子どもに発達障害
の疑いがあっても、被害者は
毎日の生活が大変で、わざわ
ざ病院等には行かない。バー
ベキューなどのイベントが、
専門家に相談できる場となる
よう工夫している、一時保護
期間中に保護命令や転校・転
宅の手続きはできても、それ
以外の問題は解決できない。
本人が精神的につらかった
り、子どもが父親と別れたと
たんに暴力的になったりし
て、自分が家族を捨てたせい
ではないかと自らを責める場
合がある。自分の選択が良か
ったのだと思えるような支援
のシステムが必要」等の意見
がありました。
　また、広瀬氏からは、「日
常の生活支援として、料理が
できない、洗濯ができないな
ど、基本的な生活に困難を感
じている被害者に対し、ニー

ズがあればすぐに２、３人で
も集めて講座をするようなこ
とができたらよいと思ってい
る、就労支援についても、現
在民間団体によるIT講座の開
催に助成をしているが、これ
だけでなく、資格取得への何
らかの支援ができないかと考
えている」などの発言があり
ました。
　「市町村の基本計画を策定
し、その過程において、各地
域の社会資源がどうなってい
るか、どういう対応をする
か、官民の関係者で検討いた
だきたい。（内閣府）」「行政
としてはできるところからま
ずやるべき。予算が少なくて
も、やり繰りはできるはず。官
民の連携と協働が必要。（広
瀬氏）」「精神的ケアや生活
支援がないまま地域に出た場
合、子どもの不登校やひきこ
もり、借金を抱えてしまうな
ど二次的な問題が生じる。継
続的な支援は被害者当人だけ
ではなく、地域の安全な社会
を築くために必要な対策であ
る。（中村氏）」とのまとめが
ありました。
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　日本では、11月12日から25日
まで、男女共同参画推進本部の
主唱により「女性に対する暴力
をなくす運動」を展開していま
す。
　同運動とUNIFEMの「女性
に対する暴力反対キャンペー
ン」（詳細はアルベルディ事務
局長のインタビューで紹介）と
の連携を図るため、男女共同参
画推進本部長である麻生総理
大臣をはじめとして、本部員で
ある全閣僚が同キャンペーンへ
の署名を行いました。
　また、小渕大臣のブログや内
閣府のホームページなどさまざ
まな手段で署名への協力を呼
びかけたほか、インターネット
での署名が難しい方のため、フ

ァクスで署名を受け付けるなど、
キャンペーンへの協力を呼びか
けました。
　最終的にUNIFEMには、全
世界から目標を大きく上回る
500万人を超える署名が寄せら
れました。また、内閣府に寄せ
られたファクスでの署名も2,667
名に上りました。
　昨年12月5日にアルベルディ
UNIFEM事務局長が小渕大臣
を表敬訪問された際に、大臣か
ら全閣僚が署名した署名カード
と内閣府へ寄せられたファクス
での署名を事務局長へ手渡し
ました。

～UNIFEMの役割と「女性に対
する暴力反対キャンペーン」～
　UNIFEMは、国連組織の中
でジェンダー平等と女性のエン
パワーメントを任務とする唯一
の機関です。資金的な基盤は、
主に先進国からの資金援助で
す。現在、途上国など60カ国以
上で、様々なプロジェクトなど
の活動を行っていますが、活動
にあたり、4つの重点分野を設
定しています。
　まず第１に「貧困削減」です。
女性の経済的な安定を強化す
ることを目指します。
　第２には「女性に対する暴力
の根絶」です。具体的には、暴
力の予防、暴力からの女性の保
護を目的とし、シェルターの提
供も行っています。さらに、法
制面の整備にも力を入れており、
女性に対する暴力に対する罰
則を設けること、家族法の中で
の女性の権利確立を推進して
います。
　第３は、HIV／AIDS対策、
特に少女や女児の感染の防止
です。女性への感染は、暴力や
女性の権利と関連していること
が多く、早急な対策が必要です。
また、女性患者に対するサポー
ト、例えば労働機会の提供や家
族と一緒に安心して住めるよう
な環境の整備を行い、周囲から
の偏見をなくすような取組を行
っています。

Special Feature

UNIFEM「女性に対する暴力反対キャンペーン」について
内閣府男女共同参画局推進課

「女性に対する
暴力反対キャンペーン」への
日本の取組

アルベルディ事務局長
へのインタビュー

小渕大臣からアルベルディUNIFEM事務局長に、全閣僚からの署名カードを手渡しました。
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　第４は、ガバナンス（統治）
の問題です。政治のあらゆる分
野、中央や地方両方のレベルで
女性の活動が促進されることを
目標としています。この分野で
は、各国政府やNGOとも協力・
連携しながら、行動計画を策定
するとともに、クォータ制の推
進にも取り組んでいます。さら
には私企業の中の役員登用を
促進するという活動も行い、女
性の能力開発やリーダーシップ
を発揮するためのプログラムを
実施し、ハイレベルから一般女
性までの幅広い能力向上に努
めています。詳細な活動は、
UNIFEM年次報告をご覧頂け
ればと思います。
　UNIFEMの活動は、国連の
ミレニアム開発目標の達成を推
進するものです。８つの目標の
うち、特に「極度の貧困と飢餓
の撲滅」と「ジェンダー平等推
進と女性の地位向上」の２つに
ついて深く関わっていますが、
当然これだけが女性が抱える
問題ではないわけですから、実
際には８つの目標全てに関わっ
ていると言えます。そして、女
性たちの能力開発というのは、
すべての人たちの発展に繋が
るものだと私は信じています。
　さて、「女性に対する暴力反
対キャンペーン（Say NO to 
Violence against Women）」に
ついては、パン・ギムン国連事
務総長のイニシアチブにより、
2007年11月25日に開始し、女性

に対する暴力反対の輪を世界
中に広めようと100万の方々か
ら署名を集めることを目標とし
ました。その結果、2008年11月
25日の暴力撤廃国際日までの1
年間で500万以上の署名を集め
ることができ、国際的なキャン
ペーンとして大きな成功を収め
ることができました。また、こ
のキャンペーンには、UNIFEM
親善大使の女優のニコール･キ
ッドマンさんが協力してくださ
いました。
　日本からも多くの方たちから
署名を頂き、たいへん感謝して
います。特に、麻生首相、小渕
大臣をはじめ現閣僚の方全員
が署名してくださったことは、
UNIFEMへの協力というだけ
でなく、日本政府の女性に対す
る暴力根絶に向けての断固とし
た姿勢を示すものとして非常に
重要だと考えています。
　今回のキャンペーンを通じて、
UNIFEMの重点分野である
「暴力の根絶」に日本が真摯に
取り組んでいることを確認でき、
とても嬉しく思っています。
（談）

イネス・アルベルディ
Dr. Inés Alberdi
　2008年6月UNIFEM事務局長
に就任。前職はコンプルテンセ
大学（スペイン・マドリッド）
教授（社会学）。25年間にわた
りジェンダー問題に取り組んで
おり、これまでジョージ･ワシ
ントン大学客員研究員（88年～
89年）、ジョージタウン大学客
員教授（78年～79年）を務めた
ほか、欧州委員会、銀行、国連
機関等においても女性に関する
開発の専門家として活躍した。
家族と女性の問題についての
著書多数。

Report

国連機関の一つである国連婦人開発基金（UNIFEM）では、2007
年11月から2008年11月までの1年間「女性に対する暴力反対キャン
ペーン」を行いました。日本でも署名の促進に向けて取組みを展
開しました。
昨年12月5日、UNIFEMのアルベルディ事務局長が訪日し、小渕大
臣を表敬訪問した機会を捉え、お話を伺いました。
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有識者に聞く

女性農業者と
男女共同参画時代有識者に聞く
昭和女子大学教授　天野 寛子

あまの・ひろこ／1963年昭和女子大学卒業。昭和女子大学短期大学部家政学科専任講師、助教授、生活文化
学科教授を経て、2003年昭和女子大学人間社会学部福祉環境学科教授、大学院生活機構研究科担当に就任。
専門は、日本の女性農業者の地位問題、生活経営学、家族福祉文化。

戦前には、日本の農家の女性は発展途
上国の女性と同じような問題を抱えていた。
農家の嫁は、意見を言うことなど許されず、
「角の無い牛」として、ひたすら働くことで
自分を護るよりほかなかった。しかも、農業
労働報酬がないため、資産形成ができず、
主体的な人生設計もできなかった。女性農
業者は、家族のなかに囲い込まれ、地域社
会の慣習の中で、主体的な個人として生き
ていくことは困難であった。
こうした状況の改善のため、1948年、当
時の農林省は生活改善課を設置した（この
間数回組織替えがあり、2008年現在人材育
成課女性・高齢者活動推進室にその仕事
が引き継がれている）。普及活動方法は、
農家女性の生活技術を伸ばし、日常生活を
改善することで、自信をつけ、一個人として
地域からも評価されるように成長するとい
ったもので、現在の共同参画の目指す労働
報酬、資産形成、社会参画という要素は前
面に出ていなかった。
1992年の中長期ビジョンにおいて、よう
やく現代的な意味での女性農業者の課題
が見え、モデルが示された。1995年以降、
家族経営協定締結、女性農業者の起業支
援、規模拡大意欲をもつ認定農業者重視
施策を通した女性支援、農家女性のチャレ
ンジ支援イメージ形成、共同参画社会の推
進の指標が示され、実績向上に取り組まれ
た。
では、これらの取組を経て、農村部は今、

どのように変化しているのか。
まず、意識と行動の改革の側面では、

「個としての主体性」は変化がみられるが、
固定的役割分担とりわけ家事については
遅 と々して進んでいない。他方、男性の介
護についての意識は変わりつつある。世代
交代によって大きく変わるかもしれない。社

会的な機運の醸成については、リーダーが
でてくる一方で、多くの委員や役割が一人
に集中したり、交替する人材がえられない
ために疲れてきているという実態もある。
政策・方針決定過程への女性の参画の
拡大についても、数値は上がってきている
ものの、次の世代が育ってこない、また育て
る役割を担っていた都道府県の普及組織
が改編されつつある状況もある。女性農業
委員が経営アドバイスをし、そこから家族
経営協定を進め活動している地域もあるが、
共同参画のためのネットワークは、まだ弱く、
十分に浸透しているとは言えない。
女性の経済的地位の向上については、家
族経営協定締結者の調査結果でも労働報
酬があるのは60％程度であり、経済的地位
の向上に直結してない場合もある。また、
税制面での問題もある。「共同経営者」と
言葉では言うが、現行の制度では、「一経
営体に一人の経営主」となっているために、
経営主以外は家族従業員となってしまう。
現代の新たな課題として、グローバル化

がもたらす様 な々影響がある。国際価格競
争、食の安全問題についての消費者の反
応に対応するため過重労働を生んだり、食
糧や飼料がバイオ燃料に回され地球規模
での食糧問題を引き起こしたり、わが国の
畜産農家を直撃したり等 で々ある。
明るい面では、力のある女性農業者のロ

ールモデルが出てきている。グループ活動
で技術とリーダーシップを磨き、その技術
を生かして起業するとともに、農業委員な
どで社会参画を実現し、活動しているよう
な女性達である。女性の生き方も多様化し
ている。今後、自分の農地をもたなくても、
若い女性たちが単独で農業ができるような
仕組みづくり、支援づくりがなされる必要
がある。（談）



9

さとう・ひろき／1953年東京生まれ。1981年一橋大学大学院社会学研究科博士課程単位修得退学。1981年雇用
職業総合研究所（現、労働政策研究・研修機構）研究員。法政大学大原社会問題研究所助教授、法政大学経営
学部教授を経て、1996年より現職。厚生労働省・労働政策審議会分科会委員、内閣府・男女共同参画会議議員、
内閣府・ワーク･ライフ･バランス推進官民トップ会議委員、厚生労働省・仕事と生活の調和推進委員会委員長
などを務める。

「男女の雇用機会均等」と「ワーク・ライフ・バランス支援」
佐藤 博樹

リレーコラム／男女共同参画のこれまでとこれから ⑨Sato Hiroki

　「男女の雇用機会均等とワーク・ライフ・
バランス支援」の２つを課題としてあげて
いますが、企業の人材活用ではいずれも重
要です。
　「均等」は、性別にかかわらず、意欲や
能力に応じて活躍できる企業であるかどう
かを、「ワーク・ライフ・バランス支援」は、
出産や育児や介護などライフイベントがあ
っても仕事を続けられることができる働き
方や仕組みがあるかどうかを示します。
　企業の人材活用の実態を「均等」と「ワ
ーク・ライフ・バランス支援」のそれぞれの
実現度で分けると４つの類型ができます。
４つの類型のうち「ワーク・ライフ・バランス
支援」のみが充実している企業では、結婚
や出産や子育てなどに直面しても女性が仕
事を続けやすいものの、女性の多くは補助
的な仕事にしか従事できていません。「ワ
ーク・ライフ・バランス支援」は充実してい
るものの、「均等」が不十分なためです。他
方、「均等」のみが実現できている企業で
は、女性が様 な々仕事で活躍していますし
女性管理職も多いのですが、結婚する、子
どもが生まれるなどのライフイベントがある
と、仕事を続けにくいため離職率が高くなり
ます。「ワーク・ライフ・バランス支援」が不
十分なためです。
　均等法が成立した当初は、男性と同じよ
うに意欲や能力のある女性が、男性と同じ
キャリアを歩めるようにすることにその主た
る目的がありました。女性が男性と同じよう
に働き、男性と同じように仕事ができれば、
女性でも管理職や、いろいろな仕事に従事
できるという形で、「均等」を実現しようと
したわけです。しかし同時に、そうした女性
にとっては男性の働き方を受け入れること
が必要であったとも言えます。女性が昇進
していくためには、自分の生活を犠牲にせ
ざるをえない、あるいはスーパーレディーで

ないと仕事と生活の両立が実現しにくいこ
とになったわけです。こうした結果、女性の
間に、自分の生活を犠牲にするのは嫌だ
し、スーパーレディーのように有能ではない
ので自分には無理と判断してしまいがちな
状況も生まれたのです。
　女性の活躍の場を拡大していくために
は、「均等」と同時に、「ワーク・ライフ・バ
ランス支援」を充実することが不可欠なの
です。「均等」が実現していても、「ワーク・
ライフ・バランス支援」が不十分な企業で
は、男女役割分業を前提とした男性の働き
方を前提にするのではなく、それを変えて
行くことが必要となります。「ワーク・ライ
フ・バランス支援」を実現するためには、男
性の働き方を見直すということが鍵になり
ます。そのためには、つぎのような職場の管
理職の役割が重要です。
　とりわけ「均等」に関しては、能力開発機
会の均等化が重要で、現場の管理職が、部
下の性別にかかわらず、個々人が持ってい
るポテンシャルを適切に判断し、部下が能
力開発やキャリアを実現できるようにするこ
とです。また、「ワーク・ライフ・バランス支
援」では、仕事の仕方や管理の仕方を変え
ることです。残業や休日出勤を前提にする
のでなく、部下には様 な々「時間制約」があ
るということを前提にした仕事の仕方にし
なければなりません。管理職に求められる
ことは、部下が休業しても対応できるような
職場作りです。情報共有ができ、お互いの
仕事をカバーできるようにすることです。こ
れからは「時間制約」つまり「社員が仕事に
投入できる時間には制約がある」ことを前
提にした働き方に改革することが求められ
ています。このことは女性だけでなく、「時
間制約」のある男性が意欲的に働くことが
できるためにも必要なのです。

東京大学社会科学研究所教授
男女共同参画会議議員
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スペシャル・インタビュー／第6回

「女性が働き、
子どもを育てるという道を」Special Interview

－　大臣に就任して3か月、特に
生活が変わった点はありますか。
小渕大臣　一言でいえば中身が
濃くなったということでしょう
か。でも、日々の生活はできるだ
け変えないようにしています。子
どもの保育園の送り迎えもできる
だけやっていますが、半分は夫に
協力してもらっています。
－　大臣は、戦後最年少の閣僚と
なりましたが、ご感想は。
小渕大臣　皆さんがよくそうおっ
しゃるので、ああそうなんだとい
う感じですね。私が大臣になって
いる意味というものを考えると、
若さと同時に一児の母親であると
いうこと、子育て現役の世代であ
ることだと思うので、同世代の思
いを受け止めて精一杯務めていき
たいと思います。
　子育てと仕事の両立もあまりで
きていないのですが、そこから学
ぶもことも多いですね。お母さん
方の中には、仕事と育児をされて

いる方はたくさんいらっしゃいま
すし、私自身がぶつかる壁という
のは、そうした皆さんがぶつかる
壁と一緒だと思うので、逆にいろ
いろな苦労を自分が経験すること
によって、何かを発信していけれ
ばいいし、変えるところは変えて
いく、保育サービスも増やすとい
う風に前向きにとらえています。
－　男女共同参画を担当すること
への思いはいかがですか。
小渕大臣　実は、男女共同参画
社会基本法ができたのが、私の父
（小渕恵三元内閣総理大臣）が総
理の時で、たいへん思い入れがあ
ったところ、今回、自分自身が担
当大臣に就任して、とても感慨深
いですね。
　それから、私の世代というの
は、ちょうど第二次ベビーブーム
で、子どもたちがすごく多く、特
に男性・女性という壁を、私自身
はそんなに感じませんでした。受
験もそうですし、就職活動もそう
ですが、何に向けても男の子も女
の子も一生懸命、同じステージで
頑張るんだという世代だと思いま
す。ですから、男性も女性も同じ
ようにチャンスが与えられるとい

うことが言わば当然のこととして
受け止められ、実現できるように
いろいろな施策を進めていきたい
と思います。
　自分自身のことを思い出すと、
将来の進路について、父からアド
バイスもあまりなかったかわり
に、私がやりたいと言ったことに
対して、それを止められたりとい
うこともなかったですね。私はど
ちらかというと外に出るタイプ
で、男の子と一緒に遊んだりする
方だったんですけれども、女の子
らしくしなさいとか、それは女の
子では大変だから止めなさいと言
われたことは一切ないですね。
　父は、女性だから守るというこ
とではなくて、女性も男性もそれ
ぞれの能力を生かして活躍できる
場があればいいし、他方、体のつ
くりとかが違うわけだからと女性
に優しいところもあって、バラン
スのいい感覚を持っていました。
そこは今も大事なところだと思っ
ています。
－　男女共同参画社会基本法が
できて、今年は10年になります。
これからどう取り組みますか。
小渕大臣　基本法ができて、この

今回は、新年号に当たり、
小渕優子男女共同参画
担当大臣にお話を伺い
ました。
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小渕 優子
おぶち・ゆうこ／成城大学経済学部卒。（株）
東京放送（TBS）社員、小渕恵三元総理秘
書を経て、2000 年衆議院議員に初当選、以
降当選 3 回。自由民主党広報局長、文部科
学大臣政務官などを歴任。2008 年 9月より
内閣府特命担当大臣（少子化対策、男女共
同参画）。

10年で、男女共同参画という課題
に対する理解は、いろいろな取組
が進められた結果、ある程度進ん
だと思いますし、女性の背中を押
すことになったんだと思います。
これからの10年を展望すると、よ
り地域に根差して、地域の様々な
実践活動の中に男女共同参画の視
点を活かして、具体的な地域の課
題解決に取り組むことが重要にな
ってくると思います。
　私の地元などをみても、男女共
同参画という言葉は使わなくて
も、これはという活動がいっぱい
あるんですね。例えば、女性なら
ではの視点で地産地消の野菜でお
店を開いたり、経営者になった
り、実際に地域で頑張っている女
性はたくさんいます。そうした良
いところをどんどん伸ばしてい
く、押し付けみたいに受け取られ
ないように、それぞれの地域なら
ではの特徴を生かした男女共同参
画を、国が引っ張ってあげられる
ことになればいいなと思います。
－　男女共同参画を進める上で、
男性の役割をどう思いますか。
小渕大臣　とかくこれまで男女共
同参画は、女性の課題ととらえられ

がちでしたが、これからは男性が
変わる必要があると思います。子
育てでも父親の役割が大事です。
　実は、私もこの間、公務で出張
のため、夫に子どもを丸一日任せ
たのですが、動物園に行ったりし
て楽しんでいたみたいです。父親
と子どもが2人で仲良くしていると
ころを見るととても幸せです。父
親が育児参加するためには、男性
の働き方を変え、すべての人の仕
事と生活の調和(ワーク・ライフ・
バランス)を実現することが必要で
す。
－　話題は変わりますが、DVシェ
ルターを視察されたそうですが。
小渕大臣　幼い子どもにも悪い影
響が及んでいることを知って、正
直なところ衝撃を受けました。被
害者の心のケアは勿論のこと、シ
ェルターから出た後、どういう形
で自立していくのかが、これから
の課題だと思いました。
　女性に対する暴力は絶対に許さ
ないということで、UNIFEM（国
連婦人開発基金）が実施した、女
性に対する暴力の撤廃に向けた署
名にも協力し、昨年、総理以下全
大臣の署名を取りまとめ、ちょう

ど来日したイネス・アルベルディ
　UNIFEM事務局長に手交しまし
た。
－　最後に今年の抱負を聞かせて
ください。
小渕大臣　先日、ある女子大の女
性研究者の方や女子学生と懇談す
る機会がありました。研究者とし
て、それぞれが取り組んでいる研
究が楽しいし誇りに思っていると
いう話を伺い感激しました。その
時、この先研究を続けていくとき
に、結婚や出産をどうするのか不
安や課題も聞きました。私達の二
つ上の世代は女性が学ぶ道を切り
開いてくれました。一つ上の世代
は女性が働く道をつくりました。
私達の世代は女性が働き、そして
子どもを育てるという道を築いて
いきたいと改めて強く思いました。
　今年もいろいろな現場に足を運
んで、できる限り多くの方の生の
声を聞き、これを施策に生かして
いく、そういう前向きな年にした
いですね。今までが、ホップ、ス
テップ、そして今年はジャンプで
いきたいと思います。
－　本日はお忙しい中、ありがと
うございました。

　　　　

内閣府特命担当大臣
（少子化対策、男女共同参画）

いろいろな現場に足を運び、
できる限り多くの方の「生の声」を聞いていきたい
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あつみ・なおき／東京大学法学部卒業。（株）富士総合研究所入社。2003年（株）富士通総研入社。
内閣府・少子化社会対策推進会議委員、ワーク・ライフ・バランス官民連絡会議委員、「子
どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議点検・評価分科会委員を歴任。

世界のワーク・ライフ・バランス事情⑨～シンガポール～

Atsumi  Naoki

渥美 由喜株式会社富士通総研主任研究員

　これまで欧米諸国におけるWLBの取
組みをご紹介してきた。今回は、わが国
と社会文化的な背景が似ているアジアの
国々の中から、シンガポールの取組みを
取り上げたい。同国の取組みは、アジア
型の社会文化環境を踏まえつつ、英米型
WLBを独自にアレンジしており、とても
ユニークだ。

アジア型WLB－親族サポートへの施策
　シンガポール、韓国などアジア諸国は、
わが国と同様に出生率低迷への強い危機
感から、大胆な施策を打ち出している。
重要な施策の一つがワーク・ライフ・バ
ランスだ。
　かつてシンガポールの宗主国はイギリ
スだったため、家族を大切にするアジア
型社会の特徴を踏まえつつも、英米型の
家族観が色濃く反映されている。同国で
は、1980年に高学歴女性の出生力が低い
ことが明らかとなり、人口の「質」に対
する懸念から、高学歴の働く母親に対す
る税控除など、高学歴女性の優遇策が採
られた。こうした施策にはさすがに「優
生学的な施策は問題だ」という批判も起
こり、その後、中断された。しかし、その
後も高学歴者を中心に就業している女性
の出産を促進する狙いから、「祖父母控
除」と「外国人メイド控除」が導入され
ている。前者は就業している女性で、子
どもの保育を祖父母等に頼んでいる場合
に、3,000シンガポールドル（約20万円）
を控除できる制度だ。後者は、就業して
いる女性等が、外国人メイドを雇用した
場合、外国人メイド人頭税（外国人メイ
ドを雇用したときに支払う人頭税）の２
倍に相当する額－限度額は2005年で
8,280シンガポールドル（約55万円）を所

得から控除できる制度だ。
　日本を含むアジア諸国が共有する社会
文化的背景の一つに「親族によるサポー
ト」があげられる。日本で就労女性に対
して「出産後の就業継続を可能とした条
件」を尋ねたアンケート調査の結果を見
ると、50％以上が「親・親族の支援」を
挙げている。つまり「親族によるサポー
ト」へのニーズは強い。また、わが国で
も高学歴女性の出生力は低下傾向にある
ため、こうした女性へのサポート策も必
要であろう。
　したがって、シンガポールのように、
親族サポートやベビーシッター・家事代
行サービスの税制優遇策の導入も、今後
は一考の余地があるのではないか。
　
夫婦カウンセリングサービス
　この他にも、シンガポールには特異な
政策が多い。「夫婦間の良好な関係のも
とで育まれた子どもは幸せである」とい
う考えから、若い夫婦向けの学習、相談
サービスがある。男女の出会いから、結
婚、子どもの誕生、成長といった夫婦の
ライフステージに応じて、きめ細やかな
サービスが提供されている。夫婦のライ
フステージに応じた施策という発想は日
本には少ない（神奈川県など一部の自治
体では、夫婦カウンセリングを実施して
おり、筆者もお手伝いをしている）。
　日本の家庭においては「子はかすが
い」と言われるように、子どもが重要な
役割を果たしており、夫婦の関係よりも
親子の関係の方が優先されることが多い。
しかし、夫の家庭回帰を抜本的に進めて
いくためには、もっと夫婦の関係にス
ポットを当てて、夫婦の絆を深めるため
の努力も必要であろう。

連載／その1
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連載／その2

内閣府仕事と生活の調和推進室

仕事と生活の調和推進室だより⑦

パパの育児休業体験記、公表！
～84人の「育休パパ」に学ぼう～

詳細（仕事と生活の調和推進
ポータルサイト内）
http://www8.cao.go.jp/wlb/

体験記募集用チラシ

【体験記募集概要】
○対象者
育児休業を取得した、または、育児
休業中の男性

○募集期間
平成20年9月2日～10月17日

○募集方法
郵送、ファクシミリ、インターネット

　「育児休業を取りたい」「仕事と同様
に家庭でもしっかりと役割を果たした
い」と考えている男性を後押しするとと
もに、そういった男性を取り巻く職場や
家族の意識を変えていくことを目的とし
て、内閣府仕事と生活の調和推進室で
は、育休を取得した又は取得中の先輩パ
パたちの体験記を公表しました。
　84編の体験記では、職場が体制を整え
て育休取得を応援してくれた、ママの気
持ちを初めて理解することができた、子
育てを通じて家族との絆を深められたな
ど、さまざまなエピソードが語られてい
るほか、これから育休を取得しようとし
ているパパや職場、家族に対するアドバ
イスなども含まれています。
　これから育休を取りたいと考えている
男性ばかりではなく、ママとなる女性、
孫の誕生を控えている‘じいじ’や‘ば
あば’、そして働く人たちなどパパを取り

巻く人たちにも、この体験記を読んでい
ただきたいと思っています。
　体験記はホームページでもご覧いただ
けます。
【体験記の構成】
●第１章　育児を後押しする周囲の理解
と環境
→取得をためらう気持ちを後押しする暖
かい力。育休を取得しやすい職場づくり
とは。
●第２章　育休取得は工夫次第
→一見、敷居が高い育休。働き方の見直
しなどの工夫で、案外取れるのでは。
●第３章　育児で深まる絆
→子どもや妻、両親、職場など、いろん
な人との絆が深まる。
●第４章　楽しむ子育て
→育休の醍醐味は子どもと一緒に過ごせ
ること。パパが発見した子育ての楽しさ
とは。
●第５章　育休取得の効果
→育休経験がもたらした育児と仕事の好
循環の秘訣。

図1　育児休業の取得期間
育休パパ（体験記執筆者）の属性

図3　体験記応募時の年齢

図2　業種 図4　初回育休開始時の年齢

～1ヵ月
29人
34％

不明
1人 1％ 25～29歳

11人（13％）

30～34歳
24人（29％）

25～29歳
18人（20％）

30～34歳
32人（38％）

40～44歳
5人（6％）

45～49歳
1人（1％）

不明
3人（5％）

35～39歳
25人（30％）

40～44歳
11人（13％）

45～49歳
3人（4％）

不明
4人（5％）

35～39歳
31人（36％）

製造業
7人（8％） 情報通信業

6人（7％）

卸売・小売業
5人（6％）

金融・保険業
5人（6％）

医療・福祉
7人（8％）

教育・学習支援業
9人（11％）

その他サービス業
8人（10％）

公務員
31人（37％）

不明
6人（7％）

2ヵ月
10人
12％

4～6ヵ月
11人
13％

7～11ヵ月
8人
10％

1年～
15人
18％

3ヵ月
10人
12％
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女性ネットSaya―Sayaの子どもたちの力を取り戻す
「びーらぶプログラム」について

連載／その3　DVに対する取組事例⑥

NPO法人Saya-SayaのSayaは、インド
ネシア語で「私」の意味、自分の回りの
人との「つながり」を取り戻し、人生の
再構築を支援する女性のネットワークで
す。女性も男性もお互いに尊重される暴
力のない社会を目指し、女性と子どもた
ちの安全な生活と心の回復を支援する活
動を行っています。
平成12年にDVなど暴力や依存症から

の自立を地域の中でサポートする活動か
らスタートし、現在は、DV被害者からの
電話相談、カウンセリング、被害女性や
子どもたちに向けた心理教育プログラム
（びーらぶ）、暴力防止のための予防・啓
発プログラム、就労支援としてのIT講
座、レストラン運営、工房の開設など幅
広い活動を行っています。20年7月に
NPO法人になりました

　DV家庭で育つ子どもは、その人生の
当初から暴力行為の目撃者になっていま
す。そのような子どもたちは、DVの影響
により心理的に大きな傷を抱えたまま育
つ過程で、対人関係や自我の形成に大き
な問題を抱えることが多く見られます。
びーらぶプログラムは、DVを目撃あるい
は直接被害を受けた子どもたちに対し
て、自分を大切にして、周りの人と安心
で安全な関係をつくれるようになるため
の心理教育プログラムです。母親たちに
も並行して実施することで、その効果を
高めています。
　「びーらぶ」は、子どもの発展段階に
あわせて「就学前用」、「小学校低学年
用」、「小学校高学年用」、「思春期
用」の4種類あり、それぞれに全12回行う
スタンダードプログラムと1～４回行うシ
ョートプログラムが用意されています。
地域の中で新たな生活を始めた母子や母

子生活支援施設などに入所する母子など
を対象にしています。

　　　
スタンダードプログラムでは、1回目、
2回目で、グループメンバーの顔合わせ
を行い、グループが安全であることを感
じてもらいます。3回目以降、子どもたち
は遊びやロールプレイ、人形劇などを通
じてグループで学び、「怒りと暴力の違
いを知る、怒りを暴力以外の方法で伝え
ることを考える」、「自分を守ること、守
っていいことを学び、自分を守るために
何ができるか準備しておく」、「いじめら
れる子に責任はないことを知り、問題が
あったときに役に立つ解決方法を学ぶ」、
「家族の中であった暴力の話をし、話を
受け止めてもらえる経験をする」、「自分
の感情を表現する、他人と違っていいこ
とを学ぶ」、「男女の性別役割を考え直し、
思い込みに気づく、様々な家族があるこ
とを知る」、「人が人を支配せず、お互い
に尊重しあいながら、分かち合うことを
経験する」、「自分が世界でたった一人の
大事な存在であることを感じる、肯定的
なメッセージのシャワーを浴びる」こと、
そして最後に、「みんなの様子をお互い
に聞きあって体験を分かち合う」ことを
身につけていきます。母親たちは、ワー
クやミーティングを行います。
プログラムに参加した子どもたちは、

自分一人ではないことを知り、他の子ど
もたちのことをよく見よく聞くこと、話し
合うことを通じて、力を取り戻します。
プログラムの前後では、子どもたちの表
情も見違えるほど生き生きとしてきます。
Saya-Sayaでは、このプログラムを東

京以外の地域でも実施できるよう、イン
ストラクターの養成にも力を入れていま
す。

内閣府男女共同参画局推進課

びーらぶ（Beloved）プログラムとは

スタンダードプログラムの内容

（問合せ先）NPO法人
女性ネットSaya-Saya
電話：03－5850－5244

手作りのぬいぐるみ。DV被害者と支援者
による手作り、売上げはDV被害者の支援
活動の運動資金として活用。

DV被害者の母と子どもの心理教育プロ
グラムとして開発されたびーらぶのポスタ
ー
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行政施策トピックス／国の施策紹介

T O P I C S 1Part

日本のジェンダー・
ギャップ指数
内閣府男女共同参画局総務課

（図1）　ジェンダー・ギャップ指数ランキング
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（図2）

　世界経済フォーラムは平成20年11月12
日、「The Global Gender Gap Report 
2008」において、各国における男女差を
測る「ジェンダー・ギャップ指数」を発
表しました。
　「ジェンダー・ギャップ指数」は、経済
分野、教育分野、政治分野及び保健分野
のデータ（注）から作成され、0が完全不
平等、1が完全平等を意味しています。
　2008年の日本のジェンダー・ギャップ

指数値は0.6434で、130カ国中98位でした
（前年は128カ国中91位）。特に、政治分
野及び経済分野における男女差が大きい
ため、このような低い順位になっていま
す。
　他方、ノルウェー、フィンランド、スウ
ェーデンの北欧3カ国が前年に引き続き
上位を占め、アジア諸国で最も上位はフ
ィリピンの6位でした。

（注）
経済分野：労働力の男女比、類似の

労働における賃金の男女
格差、推定勤労所得の男
女比、管理的職業従事者
の男女比、専門・技術職
の男女比

教育分野：識字率の男女比、初等教
育就学率の男女比、中等
教育就学率の男女比、高
等教育就学率の男女比

政治分野：国会議員の男女比、閣僚
の男女比、最近50年に
おける国家元首の在任年
数の男女比

保健分野：平均寿命の男女比、出生
時性比 （130カ国中）
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2PartT O P I C S
国の審議会等における
女性委員の参画状況調べ
内閣府男女共同参画局推進課

行政施策トピックス／国の施策紹介

　国の審議会等における女性委員の登用
は、国の政策・方針決定過程に多様な視
点を導入し、行政への国民参加を確保す
るといった観点から重要です。
　平成18年4月には、男女共同参画推進
本部決定により、審議会等の委員につい
て、政府全体として、女性委員の割合が
平成22年度末までに少なくとも33.3％、平
成32年までに、男女のいずれかが10分の
４未満とならない状態を達成するよう努
めるという目標が設定されています。ま
た、専門委員等についても、平成22年度
末までに20％、平成32年までのできるだ
け早い時期に、30％となるように努める
こととされています。
　本年9月末現在、女性委員の割合は32.4
％となり、昨年と比べて0.1ポイント、女
性の専門委員等の割合については、15.1
％となり、昨年と比べて1.2ポイント上昇
しました。審議会等の女性委員の割合が

順調に上昇している一方、専門委員等に
ついては、目標に比べまだ低い状況にあ
ります。
　詳細については、HPを御覧ください
http://www.gender.go.jp/ratio/singi201
028.pdf
【主な調査結果（平成20年9月30日現在）】
（1）国の審議会等において女性委員が

占める割合は32.4％。
（2）女性委員の割合が高い省庁を順番

にみると、外務省（38.1％）、防衛省 
（37.5％）、財務省（36.2％）、農林水
産省（35.8％）、環境省（34.9％）。

（3）会長が女性の審議会は、国税審議
会、化学物質審議会。

（4）女性委員を含まない審議会は、証
券取引等監視委員会、検察官適格
審査会。

（5）国の審議会等における専門委員等にお
いて女性委員の占める割合は15.1％。

国の審議会等における女性委員の参画状況の推移
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男女共同参画会議有識者議員の任期満了に伴い、１月６日
付けで以下の12名の方が男女共同参画会議議員に任命さ
れました（50音順、敬称略）。

男女共同参画会議議員の任命

共同参画情報部／１

News

内閣府1

N
ew

s

　平成20年12月2日、20年度2回目の男女共同参画推進連
携会議（議長：北城恪太郎　日本アイ・ビー・エム株式
会社最高顧問）が開催されました。
　冒頭、小渕大臣から「女性の参画の拡大や仕事と生活
の調和の促進、少子化対策の推進のためには政府があら
ゆる分野のあらゆる人々とともに諸施策を推進していく
ことが重要であり、多くの国民の方々と直接対話する機
会を出来るだけ多く持ちたい」とあいさつがあり、その
後、政策・方針決定過程への女性の参画の拡大に係る取
組や政府の横断的なワーク・ライフ・バランスの推進に
係る取組についての説明のほか、ネットワークをさらに
強化し、施策を推進するための小委員会活動の中間報告
が行われました。
　また、今年度の男女の仕事と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）推進事業のアドバイザー派遣やセミナ
ー実施報告、案内なども行われ、その後の情報交換で
は、議員による団体の取組の発表が行われ、多数の積極
的な意見が出されました。
　男女共同参画推進連携会議の議員名簿等については、
HPでご覧いただけます。
http://www.gender.go.jp/main_contents/category/hou
ritu_keikaku.html#renkeikaigi

男女共同参画推進連携会議（第25回）を開催

内閣府2

N
ew

s

Kyodo-Sankaku Information board / Part 1

　平成20年10月24日、女性の活躍推進協議会と厚生労働省
の主催による標記シンポジウムを開催しました。
　シンポジウムでは、実践女子大学人間社会学部鹿嶋敬教
授をコーディネーターに迎え、「改めて考える　ポジティ
ブ・アクションの必要性・重要性」をテーマに、(株)大崎タ
イムス社伊藤卓二代表取締役社長、NECラーニング(株)内
海房子代表取締役執行役員社長、シナノケンシ(株)金子元
昭代表取締役社長によるパネルディスカッションが行われ
ました。
　業種や規模を異にする各社においてポジティブ・アクシ
ョンに取り組むきっかけや取組を進めるに当たって工夫し
た点・大変だった点などが具体的な事例を交えて紹介され
るとともに、ポジティブ・アクションは、男性の意識改革も
含め継続的な取組が必要であること、国際競争や少子高齢
化の中で経営戦略として不可欠であることなどが指摘され
ました。
　また、シンポジウムに先立ち、平成20年度「均等・両立
推進企業表彰」厚生労働大臣賞表彰式がとり行われ（「厚
生労働大臣最優良賞」は（株）ベネッセコーポレーションが
受賞）、参加者にとってポジティブ・アクションの意義につ
いて改めて考える１日となりました。

日本経済と企業にとってのポジティブ・
アクションを考えるシンポジウムを開催

厚生労働省3

N
ew

s

内閣府4

N
ew

s

　小渕大臣は、平成20年11月
21日に「日本女子大学」を、
12月1日に「東京大学」を訪

問し、女性研究者支援に関し、意見交換をしました。
　日本女子大学では、女性研究者支援のための取組等に
ついて説明を受け、女性研究者や学生の方々と懇談を行
いました。大臣は、「女性研究者をきめ細かく支援できる
仕組みをつくることが必要。そのためには、女性研究者の
周囲の人々の理解と協力が不可欠であるとともに、トップ
の意識改革が重要である。」と述べました。
　東京大学では、各大学における女性研究者支援の取組
ついて説明を受け、小宮山総長や女性研究者の方々と懇
談を行い、大臣は、「女性研究者の活躍のためには、トッ
プマネジメントによる全学的な組織･推進体制や学内環境
の整備、職場や家庭などの女性研究者の周囲の人々の理
解と協力が必要。また、男性も含めた社会全体で働き方を
見直すことが重要である。」と述べました。小渕大臣のフ
ォトレポートについては、下記HPをご覧ください。
　http://www.cao.go.jp/minister/photoreport/
0809obuchi/obuchi_photo.html

男女共同参画担当大臣
「日本女子大学」及び
「東京大学」を訪問

*家本賢太郎　㈱クララオンライン代表取締役社長

 岩田喜美枝　㈱資生堂代表取締役執行役員副社長
*岡本　直美　日本労働組合総連合会副会長

 帯野久美子　㈱インターアクト・ジャパン代表取締役
 鹿嶋　　敬　実践女子大学教授
*勝間　和代　経済評論家・公認会計士

 勝俣　恒久　東京電力株式会社取締役会長
 加藤さゆり　全国地域婦人団体連絡協議会事務局長
 神津カンナ　作家
 佐藤　博樹　東京大学教授
 谷本　正憲　石川県知事
*山田　昌弘　中央大学教授

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*は新任

3.5 6.3

9.0
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共同参画情報部／１

News

　各地域で配偶者からの暴力に関する相談業務を担当す
る職員等の基本的な知識・技術の習得とスキルアップを
目的として、「配偶者からの暴力被害者支援基礎セミナ
ー」を北海道（平成20年10月28日～29日）愛媛県（10月
30日～31日）富山県（11月13日～14日）で実施しまし
た。
　セミナーでは、配偶者暴力防止法に関する法改正の内
容を中心とした最新情報の説明をはじめとして、暴力の
実態と暴力が被害者に与える心身への影響、相談者が配
偶者からの虐待を受けた子どもに接する際の留意事項等
について、各方面からの専門家を招いて講義を行いまし
た。
　また、有識者から助言を受けながら、具体的な状況を
想定した相談事例について、グループ別に検討したほ
か、ロールプレイを通じて初めて相談に来る被害者への
対応等を学ぶなど、地域における官民が連携した被害者
支援の取組を通して支援のあり方を考えました。
　各セミナーには定員50名を超える参加者があり、富山
県では、研修プログラムに加え、竣工されたばかりの女
性相談センターの見学を行うなど、それぞれに工夫を凝
らした内容のセミナーとなりました。

内閣府 内閣府5

N
ew

s

内閣府

暴力被害者支援基礎セミナーを開催

7

6

N
ew

s
N

ew
s

　平成20年11月1日に富山県高岡市、15日に兵庫県加西
市、30日に福井県鯖江市の３市において、内閣府との共
催で男女共同参画宣言都市奨励事業に係る記念式典等が
開催されました。
男女共同参画宣言都市奨励事業（富山県高岡市）

　高岡市では、市議会で可
決された高岡市男女平等・
共同参画都市宣言文を、高
岡市の新成人代表と会場の
市民が声を合わせて読み上
げ、市民一人一人が男女共

同参画社会に向けてさらに取り組むことを誓い合いました。
　さらに、高岡市で男女共同参画の推進に取り組んでい
る団体による活動として、他県の市町村との交流を女性
が中心となって盛り上げ地域おこしを図った事例や、女
性主体で立ち上げたNPO法人の取組事例が発表された
後、国立女性教育会館の植村千賀子客員研究員により、
「歴史を今に生かし、未来へつなぐ」と題した記念講演
が行われました。
男女共同参画宣言都市奨励事業（兵庫県加西市）

　加西市では、北海道札幌
市で起業し会社を経営して
いるナタリア・ロシナ氏に
より、「日本人とワーク・
ライフ・バランス」と題し
た記念講演が行われ、外国

人の視点から、日本人の男女共同参画や仕事と生活の調
和を図るためのヒントなどが語られました。
　さらに、女性が主体となって加西市で地元野菜の生産
販売や加工食品の製造などに取り組んでいる団体の代表
により、女性として自立して現在の活動に至るまでの経
緯や体験の事例発表が行われた後、加西市民の代表によ
り加西市男女共同参画都市宣言文が朗読されました。
男女共同参画宣言都市奨励事業（福井県鯖江市）

　鯖江市では、市議会で同
意された鯖江市男女共同参
画都市宣言文を、市内の中
学生等による読み上げに続
き会場の市民が声を合わせ
て群読し、男女が性別にと

らわれず、一人一人が自分らしく生き生きと暮らせる市
を目指すことを確認し合いました。
　さらに、作家の落合恵子氏により、「いま、共生のと
き…女(ひと)と男(ひと)が共に生きる社会」と題した記念
講演が行われた後、鯖江市の市民団体を主体とした「さ
ばえ男女共同参画ネットワーク」による寸劇が行われ、
笑いを交えながらも男女共同参画社会の実現に向けた取
組の必要性が強調されました。

男女共同参画宣言都市奨励事業を開催

　平成20年11月６日～７日、都道府県政令市の苦情処理
担当職員と行政相談委員・人権擁護委員を対象として、
男女共同参画に関する「苦情処理研修」を開催しました。
　国及び地方公共団体の男女共同参画窓口においては、
行政発行の資料に対する男女共同参画の観点からの意見
や、子育てについての相談窓口の設置要望など、広く
様々なご意見・苦情を受け付けています。
　男女共同参画局では、これらについて適切に対処し施
策に反映させていく苦情処理機能が、男女共同参画社会
の実現のために非常に重要であると考え、地域において
苦情処理の実務に携わる者を主な対象とした研修を実施
し、担当者の理解を深めるとともに、知識・技能の向上
を図っています。
　１日目には苦情処理及び男女共同参画に関する諸課題
についての講義と、民間講師による苦情処理の技能講習
を実施しました。２日目はグループ討議を実施し、苦情
処理制度の周知・活用について、自治体の苦情処理担当
職員と行政相談委員、人権擁護委員が意見交換を行いま
した。匿名でWEB上から手軽に苦情申請が出来るよう
にするなど、苦情処理機能向上の工夫についての情報交
換や、苦情処理・相談窓口間の連携の必要性等の諸課題
について、活発な意見交換が行われました。

「苦情処理研修」を開催
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アジア太平洋地域の
女性リーダー
エンパワーメントセミナー

国立女性教育会館

内閣府

Kyodo-Sankaku Information board / Part 1

平成20年度男女の仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）推進事業を開催

N
ew

s

　平成20年11月7日、出雲市
において、全国の男女共同参
画宣言都市の情報交換や連携

強化を目的に「全国男女共同参画宣言都市サミット」が
開催され、1,200名を超える参加者が来場しました。
　内閣府から男女共同参画社会の形成の状況とその実現
に向けた取組について報告後、島根県出身で、2008年
NHK大河ドラマ「篤姫」を執筆した脚本家の田淵久美
子氏による「「篤姫」がわたしたちに伝えること」と題
した基調講演が行われました。講演では、幕末、自分の
立場と責任を自覚し意思を貫く女性の姿を描いた理由な
ど、ドラマやご自身の脚本家としての経験にまつわるお
話が多面的に語られました。
　後半は、男女共同参画宣言都市である鳥取県鳥取市、
岡山県倉敷市、熊本県合志市、出雲市の４人の市長・副
市長によるシンポジウムが行われ、副市長への女性登用
（鳥取市、合志市）、子育て支援の充実など各市の男女
共同参画施策等について話し合われた後、共同宣言が読
み上げられ、盛況のうちに幕を閉じました。
（写真：首長による共同宣言の読み上げ）

　平成20年11月６日～15日、
国立女性教育会館では、「平
成20年度アジア太平洋地域の

女性リーダーエンパワーメントセミナー」を開催しまし
た。今年で３年目となる本セミナーは、「女性に対する
暴力の根絶に向けて－多様な連携と協働－」をテーマと
し、アジア太平洋地域９か国の、国内本部機構、非政府
組織、女性団体のリーダー13名が参加しました。
　セミナー期間中には、内閣府男女共同参画局や、人身
取引の女性被害者のシェルター、婦人相談所等を訪問し、
日本国内の男女平等施策や暴力を受けた女性への支援に
ついての理解を深めました。最終日には、都内で成果発
表と交流フォーラムを開催し、各国の共通課題である女
性に対する暴力根絶のための取組における問題点の指摘
と政策提言のプレゼンテーションを行いました。後半の
質疑応答では、行政担当者、大学院生、被害女性支援者
など様々な立場の参加者から数多くの質問がよせられ、
活発な議論がなされました。
　詳細についてはHPをご覧ください。
http://www.nwec.jp/jp/program/invite/2008/page05s.html

「全国男女共同参画
宣言都市サミットinいずも」
を開催
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　内閣府と男女共同参画推進連携会議等が共催して、ワ
ーク・ライフ・バランス推進に資するセミナー等（計12
回）を実施しています。このうち、平成20年11月中旬か
ら12月初旬にかけて行われた４か所の開催結果を報告し
ます。

ひょうご家庭応援県民大会（兵庫県第２回）
　11月16日、兵庫県神戸市において、ひょうご男女共同
参画推進連携会議等と本大会を共催しました。
　笑顔あふれる家族の写真が展示される中、写真コンク
ール表彰や「ひょうごおやじネットワーク」の立ち上げ
が行われました。「おやじ日本」会長竹花豊氏の講演で
は、企業も協力し父親が子供と関わる時間を作る必要性
や、子供達に社会の危険性等を伝えるため、大人が協力
し合う重要性が語られた後、パネルディスカッション等
も行われました。
ワーク・ライフ・バランス推進フォーラム
　11月25日、京都市において、京都府男女共同参画連絡
会議等と本フォーラムを共催しました。
　「ひとりひとりの仕事の充実と生活の充実のために」
をテーマに、いきいきと働く女性３名を迎え、山田啓二
京都府知事がコーディネーターを務めるパネルディスカ
ッションが実施されました。パネリスト自身が仕事と生
活の両立を実践されてきた経験をもとに、国・企業から
の視点、そして働く母親を応援する立場から様々な話が
展開されました。
青森 男女の仕事と生活の調和推進フォーラム
　11月28日、青森市において、青森県男女共同参画推進
協議会等と本フォーラムを共催しました。
　国の施策説明等の後、青森県内で産業・教育等の分野
で優れた実践を行っている方々を迎え、「どうすれば実
現できる？男女の仕事と生活の調和」と題したパネルデ
ィスカッションが行われました。パネリストからは、こ
れまでの苦労を交えた自身の経験談等が熱く語られ、出
席者からは、今後は地域に合ったワーク・ライフ・バラ
ンスを実現していきたいという意見が寄せられました。
ひょうご子育て支援フォーラム（兵庫県第３回）
　12月1日、兵庫県神戸市において、ひょうご男女共同
参画推進連携会議等と本フォーラムを共催しました。
　日本政策投資銀行地域振興部参事役の藻谷浩介氏の講
演では、女性が就労している地域の方が子供が多い事実
を踏まえ、①女性の就労の促進と男女間賃金格差の解消
②多世代同居－退職高齢男性による家事分担　③若い世
代の結婚促進　④母子家庭、多子家庭支援が必要と述べ
られました。また、その後のパネルディスカッションで
は、子育てネットワークの構築方法等、具体的取組が発
表されました。
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中小企業におけるワーク・ライフ・バランス推進フォーラム
「男性も女性も働きやすい職場づくりを考える」

　日時：２月７日（土）13：30～18：15
　場所：尾道国際ホテル（広島県尾道市）
　内容：講師による問題提起、事例報告、参加者全員によ
　　　　るグループ討論
　主催：広島県中小企業家同友会　他
　問合せ先：広島県中小企業家同友会
  　TEL 082-241-6006

男女の仕事と生活のバランス推進フォーラム（兵庫県第4回）
～家庭から、地域から、職場から、今いるところから始めよう～

　日時：2月12日（木）13：00～16：30
　場所：神戸クリスタルホール（兵庫県神戸市）
　内容：基調講演、パネルディスカッション
　主催：ひょうご男女共同参画推進連携会議　他
　問合せ先：兵庫県立男女共同参画センター・イーブン
  　TEL 078-360-8550

男女の仕事と生活の調和推進セミナー

　日時：3月14日（土）13：00～17：00
　場所：島根県立男女共同参画センター「あすてらす」
　内容：基調講演、寸劇、パネルディスカッション
　主催：島根県男女共同参画社会形成促進会議　他
　問合せ先：島根県男女共同参画社会形成促進会議事務局

（島根県環境生活部環境生活総務課男女共同参画室）
  　TEL 0852-22-5245

平成20年度男女の仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）推進事業
（２・３月開催予定分）
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男女共同参画宣言都市奨励事業（熊本県上天草市）

Event 2

日時：１月24日（土）9：30～12：30
場所：上天草市松島総合センター「アロマ」ホール
　　  （熊本県上天草市松島町合津4276番地23）
内容：内閣府報告、男女共同参画作文・標語表彰、
　　　宣言文宣誓、記念講演等
参加方法 ： 申込不要（託児を要する場合は要予約）
問合せ先 ： 上天草市市民窓口課男女共同参画係
  熊本県上天草市松島町合津3538番地3
  TEL 0969-56-1111（内線2102）

男女共同参画宣言都市奨励事業（茨城県古河市）

Event 3

日時：２月７日（土）13：00～16：00
場所：古河市生涯学習センター総和（とねミドリ館）
　　 （茨城県古河市前林1953-1）
内容：宣言文群読、内閣府報告、男女共同参画推進標語
　　　入賞者表彰、記念講演等
問合せ先 ： 古河市男女共同参画課
  TEL 0280-92-3111（内線2451）
http://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/06renewal/sisei/danjyo/top.htm

刊行「時代を拓く女性リーダー」

Event 5

「DV相談ナビ」1月11日スタート

Event 1

※自動音声により御案内いたします。
※ガイダンスに従い、郵便番号（上3桁）又は地域区分から検索してください。
※PHS、一部のIP電話からはつながりません。公衆電話などからおかけなおしください。

　全国の配偶者暴力相談支援センターに寄せられる相談
件数が年々増加する一方、内閣府が実施した調査では、７
割の方が相談窓口を知らないとの結果が出ています。
　配偶者から暴力（DV）を受けているが、どこに相談し
たらいいか分からないという方のため、最寄りの相談窓口
を自動音声で案内する専用ダイヤル「DV相談ナビ」が、
１月11日からスタートします。
　自動音声ガイダンスに従い、お住まいの郵便番号の上３
桁を入力するか、地域を選択すれば、登録されている約
800箇所の窓口の中から、最寄りの相談窓口の電話番号な
どをご案内します。一人で悩まず、相談してください。

　国立女性教育会館・有馬真喜子・原
ひろ子編「時代を拓く女性リーダー　
行政・大学・企業・団体での人材育成
支援」を刊行しました。
　本書は、開館30周年を記念して開催
した女性の人材育成支援に関するシン
ポジウム及び専門家会議に参加した女
性リーダーの方々の報告等をまとめたものです。
　購入申込：（株）明石書店　TEL 03-5818-1171



　2009年、新たな年を迎
えました。
　本「共同参画」もリニ
ューアルしてから、今月
号で9回目の発行となり、
関係者の皆さんのご協力
を得てここまできました
ことに、深く感謝を申し
上げます。
　今後は更に内容を充実
して皆様にお届けできる
よう、スタッフ一同頑張
っていきたいと思います。
　さて本年は、男女共同
参画社会基本法制定10周
年ということもあり、内
閣府におきましては、様々
な行事を予定しておりま
すが、男女共同参画社会
の形成に向けた国民的運
動として展開していくた
めに、関係団体やそれぞ
れの地域での取組をお願
いしたいと考えておりま
す。
　皆様のご協力のほどよ
ろしくお願いいたします。

　　（編集デスクＭ・Ｔ）
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編集後記
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リレートーク

早野 真知Hayano Machi

内閣府男女共同参画局推進課非常勤職員

Relay Talk 1

　高校生時代に関心のあった国際協力
の分野から、FGM、ジェンダーと興味が
移り、日本における男女共同参画につい
て考えるようになりました。大学生の時
には、男女共同参画を勉強する傍ら、男
女共同参画センターでインターンをした
り、町の男女共同参画リポーターとして
啓発活動を行ったりと、地域の現状を肌

で感じてきました。卒業論文のテーマは、「市町村合併と
男女共同参画」でした。
　それから、早3年。現在は、男女共同参画局の推進課で
女性のチャレンジ支援や地方公共団体における推進状況
調査などを担当する係の事務補助をしています。国の施策
をいち早く知り、全国各地の現状が把握できるこの環境は、
私にとって貴重な経験になっています。ここで新しい知識
を吸収し、今後の男女共同参画に関する活動につなげてい
きたいと思っています。

斎藤 由美子Saito Yumiko

山形県男女共同参画センター　チェリア

Relay Talk 2

　私の人生の中で、衝撃的な出会いが3
つありました。1つは、青年海外協力隊
員として派遣されたスリランカで出会っ
た人々。2つ目はダイビングで知った海
の中の世界。そして3つ目が、チェリア
塾で出会った塾生です。
　チェリア塾はリーダー育成セミナーで、
30～40代の女性たちが、1年目に基礎的

な視点や知識、手法を学び、2年目はその学びを土台にし、
実践力をつけ、それを元に自分たちで事業を企画･運営し
てみるものです。現在は3クール目です。そこに集まった塾
生が実に前向きで、大きく変化していくのです。彼女たち
の変容を促したのは、何よりも互いの存在だと言います。
お互いが認め合い、刺激し合うことで人は変わる、力を得
るということを目の前にして、大人が学ぶ意味や可能性に
ついて考えさせられ、勇気づけられました。来年度は、修
了生たちと、より実践力をつける講座を企画する予定です。
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内閣府
男女共同参画局

　今年2009年は、男女共同参画社会基本法制定10周年を迎えます。
ワーク･ライフ･バランスの推進と男女共同参画の取組の新たなスター
ト、この二つの大きなテーマを、様々な分野で活躍されている有識者
の方たちとともに考えていきます。　　
　また、あわせて男女共同参画シンボルマーク公募の公開プレゼン
テーションを行い、選考結果の発表も行う予定です。

男女共同参画社会基本法制定10周年に向けて

共催：男女共同参画推進連携会議

14:00-----14:45

●入場料無料　●手話通訳あり
●託児あり（事前申込制です。詳細はお問い合わせ下さい。）

基調講演
「福利厚生でなく、競争力になるワーク・ライフ・バランスの進め方」
講　師：勝間　和代（経済評論家、公認会計士、男女共同参画会議議員）

14:45-----15:05
男女共同参画シンボルマーク公開審査会
審査委員長：北城　恪太郎
（男女共同参画推進連携会議議長、日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問）

15:20-----16:20
トークセッション
「育休パパのワーク・ライフ・バランス体験記」
ゲスト：渥美　由喜（株式会社富士通総研主任研究員）
　　　 西迫　　博（テンプスタッフ株式会社人事部付）
　　　 浜田　敬子（アエラ副編集長）

16:20-----16:30 男女共同参画シンボルマーク選考結果発表

開 場

東京ウィメンズプラザ ホール
( ）

13:30 開 会 14:00----16:30

プログラム

2009年2月9日（月）2009年2月9日（月）
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申し込み・問い合わせ先

宮益坂
渋谷駅

青山通り

青山学園大学

バス停●

バス停● ●B2出口

国連大学

オーバルビル

東京
ウィメンズプラザ
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申し込み先：男女共同参画局ウェブサイト  http://www.gender.go.jp/gyouji/sankakuforum2009.html
※申し込みは先着順です。定員（250名）になり次第、締め切らせて頂きます。

※メール及び電話でのお問い合わせ、ＦＡＸでのお申し込みは、１月１９日（月）より開始いたします。
　それまでの間は、ウェブサイトのみの受付となります。

～ワーク･ライフ・バランスと男女共同参画～

共同参画フォーラム 2009共同参画フォーラム 2009共同参画フォーラム 2009

内閣府
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